
人事院公示第５号

人事院は、国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）第１７条の４

第２項第２号並びに人事院規則１６―０（職員の災害補償）第３３条の２第１項

及び第２項並びに第３３条の１１の規定に基づき、平成４年人事院公示第７号の

一部改正に関し、次のとおり決定した。

平成３０年３月３０日

人事院総裁 一 宮 なほみ

１ 別表第１中「１２５」を「１２６」に、「１０９」を「１１０」に、「１０

「 「

９９ １０

７」を「１０８」に、「１０５」を「１０６」に、 を
９８ ９

」

「 「

０ 平成１８年４月１日から １００ 平成１８年４月

に、

平成１９年３月３１日まで

を

平成１９年３月

８ 平成１９年４月１日から １００ 平成１９年４月

平成２０年３月３１日まで 平成２０年３月

」 」

「

１日から １０１ 「

３１日まで
に、

平成２８年４月１日から １００
を

１日から １０１ 平成２９年３月３１日まで

３１日まで 」



」

平成２８年４月１日から １００

平成２９年３月３１日まで

に改める。
平成２９年４月１日から １００

平成３０年３月３１日まで

」

別表第２中「１０９」を「１１０」に、「１０７」を「１０８」に、「１０

「 「 「

９９ １００ 平成１７年４

５」を「１０６」に、 を に、

平成１８年３

９８ ９８ 平成１８年４

平成１９年３

」 」

「

月１日から １００ 平成１７年４月１日から １０１

月３１日まで

を

平成１８年３月３１日まで

に、
月１日から １００ 平成１８年４月１日から １０１

月３１日まで 平成１９年３月３１日まで

」 」

「

「 平成２８年４月１日から

平成２８年４月１日から １００
を

平成２９年３月３１日まで

平成２９年３月３１日まで 平成２９年４月１日から

」 平成３０年３月３１日まで



１００

に改める。
１００

」

２ この決定による改正は、平成３０年４月１日から効力を発生する。


